
暮らし の 情報

暮
ら
し
の
情
報

　

解
雇
、
賃
金
の
未
払
い
、
い
じ
め
、

セ
ク
ハ
ラ
な
ど
職
場
の
労
働
問
題
に
つ

い
て
専
門
相
談
員
が
応
じ
ま
す
。

日　

時　

11
月
19
日
㈪ 

13
時
～
19
時

　

弁
護
士
相
談 

15
時
～
17
時

場　

所　

穂
波
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー

　
（
飯
塚
市
枝
国
四
〇
二
ー
一
〇
〇
）

対　

象　

労
働
者
、
事
業
主
ど
ち
ら
も
可

申
込
み　

不
要

問
合
先　

福
岡
県
筑
豊
労
働
者
支
援
事

務
所　

☎
２
２
・
１
１
４
９

　

あ
な
た
の
悩
み
を
人
権
擁
護
委
員
に

相
談
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

日　

時　

12
月
４
日
㈫ 

13
時
～
16
時 

場　

所　

桂
川
町
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

「
ひ
ま
わ
り
の
里
」

申
込
み　

不
要

問
合
先　

飯
塚
人
権
擁
護
委
員
協
議
会

　
（
福
岡
法
務
局
飯
塚
支
局
内
）

　

☎
２
２
・
１
５
８
０

　

福
岡
県
母
子
家
庭
等
就
業
・
自
立
支

援
セ
ン
タ
ー
（
飯
塚
ブ
ラ
ン
チ
）
で
は
、

母
子
・
父
子
家
庭
又
は
離
婚
協
議
中
の

方
を
対
象
に
、
養
育
費
に
関
す
る
電
話

相
談
業
務
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

相
談
時
間　

平
日 

９
時
～
16
時

相
談
電
話　

☎
２
１
・
０
３
９
０

　

飯
塚
調
停
協
会
で
は
、
民
事
・
家
事

調
停
委
員
に
よ
る
「
無
料
調
停
相
談
会
」

を
実
施
し
ま
す
。

日　

時　

11
月
24
日
㈯ 

10
時
～
15
時

場　

所　

イ
イ
ヅ
カ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ

ン
タ
ー
（
飯
塚
市
飯
塚
一
四
ー
六
七
）

相
談
内
容　

金
銭
・
土
地
・
建
物
・
交

通
事
故
等
の
ト
ラ
ブ
ル
、
夫
婦
問
題
・

遺
産
分
割
・
家
庭
内
の
も
め
ご
と
等

※
調
停
と
は
、
裁
判
の
よ
う
に
勝
ち
負

け
を
決
め
る
の
で
は
な
く
、
話
し
合

い
に
よ
り
、
お
互
い
が
合
意
す
る
こ

と
で
、
も
め
ご
と
の
解
決
を
図
る
手

続
き
で
す
。

申
込
み　

不
要

問
合
先　

飯
塚
調
停
協
会

　

☎
２
２
・
１
１
５
０

　

福
岡
法
務
局
と
福
岡
県
人
権
擁
護
委

員
連
合
会
で
は
、
12
月
４
日
～
10
日
の

人
権
週
間
に
お
け
る
活
動
の
一
つ
と
し

て
、
12
月
１
日
㈯
に
県
内
一
斉
無
料
電

話
相
談
を
実
施
し
ま
す
。

　

家
庭
内
の
も
め
ご
と
や
隣
近
所
と
の

ト
ラ
ブ
ル
な
ど
、
ひ
と
り
で
悩
ま
ず
お

電
話
く
だ
さ
い
。
人
権
擁
護
委
員
と
法

務
局
職
員
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。

日　

時　

12
月
１
日
㈯ 

９
時
～
17
時

相
談
電
話

　
　

０
１
２
０
・
３
０
７
・
４
０
５

　
（
携
帯
電
話
・
Ｐ
Ｈ
Ｓ
か
ら
も
利
用
可
）

問
合
先　

福
岡
法
務
局 

飯
塚
支
局

　

☎
２
２
・
１
５
８
０

　

社
会
保
険
労
務
士
が
解
雇
、
残
業
代

未
払
い
、
パ
ワ
ハ
ラ
な
ど
の
労
働
問
題

や
老
齢
年
金
、
障
害
年
金
な
ど
の
年
金

に
つ
い
て
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。

日　

時　

11
月
23
日
㈮ 

10
時
～
16
時

相
談
電
話

　

☎
０
９
２
・
４
１
４
・
４
８
６
４

問
合
先　

福
岡
県
社
会
保
険
労
務
士
会

　

☎
０
９
２
・
４
１
４
・
８
７
７
５

「
話
し
て
み
ま
せ
ん
か
。」

　

11
月
25
日
か
ら
12
月
１
日
ま
で
は

「
犯
罪
被
害
者
週
間
」
で
す
。

　

福
岡
県
警
察
で
は
、
犯
罪
被
害
に
あ

わ
れ
た
方
々
の
心
の
ケ
ア
を
お
手
伝
い

す
る
相
談
電
話
「
ミ
ズ
・
リ
リ
ー
フ
・

ラ
イ
ン
」
を
開
設
し
て
い
ま
す
。
匿
名

で
も
構
い
ま
せ
ん
。
女
性
の
臨
床
心
理

士
が
ご
相
談
を
お
受
け
し
ま
す
。

相
談
時
間　

平
日 

９
時
～
17
時
45
分

相
談
電
話

　

☎
０
９
２
・
６
３
２
・
７
８
３
０

働
く
人
の
な
ん
で
も
労
働
相
談

相
談
・
法
律

　

各
種
相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
固
く

守
ら
れ
ま
す
。

特
設
人
権
相
談
所
の
開
設

犯
罪
被
害
者
相
談
電
話

「
勤
労
感
謝
の
日
」
に
電
話
相
談

県
内
一
斉
無
料
電
話
相
談

養
育
費
の
電
話
相
談

無
料
調
停
相
談
会
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